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                      資料４別紙［H29.9.14第21回岩手県がん対策推進協議会］ 
 

がん対策基本法・がん対策条例比較表 
 

（※当該改正案の内容は9/14段階の事務局案であり、今後、法解釈等の精査等を経て内容が異なる場合があります。） 
がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 

改正前 改正後 現行 改正案 
  附則 

がんは県民の疾病による死亡

の最大の原因であり、県民の生命

と健康にとって重大な脅威とな

っており、がん対策は緊急かつ重

大な課題である。 

これまで、がんの予防及び早

期発見の推進とともに、県民が居

住する地域にかかわらず質の高

いがん医療を受けることができ

るよう、医療体制の整備、緩和ケ

アの充実等様々な施策が講じら

れてきたところであるが、依然と

して、がんの罹
り

患者数及び死亡者

数は多く、さらに、高齢化の進展

とともに患者数の増加が見込ま

れている。 

このため、がんによる死亡の

減少やがん患者の生活の質の向

上のためには、がんの予防から早

期診断・早期治療、手術、放射線

療法及び化学療法を組み合わせ

て行うがん医療、緩和ケアまでの

包括的ながん対策が必要であり、

多岐にわたる分野の取組を総合

的かつ計画的に実施していく必

要がある。 

このことから、県、市町村、

保健医療従事者、事業者、教育関

係者並びにがん患者及びその家

族その他の県民が一体となって、

がんの予防及び早期発見、がんの

治療などがん対策に一層取り組

むため、この条例を制定する。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、我が国のが

ん対策がこれまでの取組によ

り進展し、成果を収めてきたも

のの、なお、がんが国民の疾病

による死亡の最大の原因とな

っている等がんが国民の生命

及び健康にとって重大な問題

となっている現状にかんがみ、

がん対策の一層の充実を図る

ため、がん対策に関し、基本理

念を定め、国、地方公共団体、

医療保険者、国民及び医師等の

責務を明らかにし、並びにがん

対策の推進に関する計画の策

定について定めるとともに、が

ん対策の基本となる事項を定

めることにより、がん対策を総

合的かつ計画的に推進するこ

とを目的とする。 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、我が国のが

ん対策がこれまでの取組によ

り進展し、成果を収めてきたも

のの、なお、がんが国民の疾病

による死亡の最大の原因とな

っている等がんが国民の生命

及び健康にとって重大な問題

となっている現状並びにがん

対策においてがん患者（がん患

者であった者を含む。以下同

じ。）がその状況に応じて必要

な支援を総合的に受けられる

ようにすることが課題となっ

ていることに鑑み、がん対策の

一層の充実を図るため、がん対

策に関し、基本理念を定め、国、

地方公共団体、医療保険者、国

民、医師等及び事業主の責務を

明らかにし、並びにがん対策の

推進に関する計画の策定につ

いて定めるとともに、がん対策

の基本となる事項を定めるこ

とにより、がん対策を総合的か

つ計画的に推進することを目

的とする。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、がん対策基

本法（平成18年法律第98号。

以下「法」という。）の趣旨を

踏まえ、がん対策に関し、基本

理念を定め、並びに県、県民及

び保健医療従事者の責務並び

に市町村、事業者及び教育関係

者の役割を明らかにするとと

もに、がん対策の推進に関する

施策の基本となる事項を定め

ることにより、がん対策を総合

的かつ計画的に推進すること

を目的とする。 

 

 

  （定義） 

第２条 この条例において、次の

各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(１) 保健医療従事者 医

師、歯科医師、薬剤師、保

健師、看護師等がん医療（法

第２条第２号に規定するが

ん医療をいう。以下同じ。）

又はがんの予防に関する業

務に従事する者をいう。 

(２) 教育関係者 教育に関

する業務に従事する者をい

う。 

(３) がん患者等 がん患

者、がん経験者（がんが治

癒した者をいう。以下同

じ。）及びこれらの者の家

族（遺族を含む。）をいう。 

(４) がん患者団体 がん患

者等が主たる構成員である

団体をいう。 

(５) 緩和ケア 身体的若し

くは精神的な苦痛又は社会

生活上の不安の軽減等を目

的とする医療、看護その他

これらに類する行為をい

う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３) がん患者等 がん患者（が

ん患者であった者を含む。以下

同じ。）及びこれらの者の家族

（遺族を含む。）をいう。 

 

 

 

［改正前法第14条参照］ 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（基本理念）  
第２条  がん対策は、次に掲げ
る事項を基本理念として行わ
れなければならない。  
一  がんの克服を目指し、が
んに関する専門的、学際的
又は総合的な研究を推進す
るとともに、がんの予防、
診断、治療等に係る技術の
向上その他の研究等の成果
を普及し、活用し、及び発
展させること。  

二  がん患者がその居住す
る地域にかかわらず等しく
科学的知見に基づく適切な
がんに係る医療（以下「が
ん医療」という。）を受け
ることができるようにする
こと。  

三  がん患者の置かれてい
る状況に応じ、本人の意向
を十分尊重してがんの治療
方法等が選択されるようが
ん医療を提供する体制の整
備がなされること。 

（基本理念）  
第２条 がん対策は、次に掲げる
事項を基本理念として行われ
なければならない。 
一～三 ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 四  がん患者が尊厳を保持し
つつ安心して暮らすことの
できる社会の構築を目指し、
がん患者が、その置かれてい
る状況に応じ、適切ながん医
療のみならず、福祉的支援、
教育的支援その他の必要な
支援を受けることができる
ようにするとともに、がん患
者に関する国民の理解が深
められ、がん患者が円滑な社
会生活を営むことができる
社会環境の整備が図られる
こと。 

五 それぞれのがんの特性に
配慮したものとなるように
すること。 

六 保健、福祉、雇用、教育
その他の関連施策との有機
的な連携に配慮しつつ、総
合的に実施されること。 

七  国、地方公共団体、第五
条に規定する医療保険者、
医師、事業主、学校、がん
対策に係る活動を行う民間
の団体その他の関係者の相
互の密接な連携の下に実施
されること。 

八 がん患者の個人情報（個
人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等に
より特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情
報と照合することにより、
特定の個人を識別すること
ができることとなるものを
含む。）をいう。）の保護
について適正な配慮がなさ
れるようにすること。 

（基本理念） 
第３条 がん対策は、法第２条に
定めるもののほか、次に掲げる
事項を基本理念として行われ
なければならない。 
(１) がんが県民の生命及び
健康にとって重大な問題と
なっている現状に鑑み、県
民自らが、がん対策の主体
であるとの認識の下に、県
民の視点に立ったがん対策
が推進されること。 

(２) 県、市町村、県民、保
健医療従事者、事業者及び
教育関係者の適切な役割分
担の下に、これらの者が相
互に連携し、及び協力して
がん対策が推進されるこ
と。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（国の責務）  

第３条  国は、前条の基本理念

（次条において「基本理念」と

いう。）にのっとり、がん対策

を総合的に策定し、及び実施す

る責務を有する。 

 ［略］   

（地方公共団体の責務）  

第４条  地方公共団体は、基本

理念にのっとり、がん対策に関

し、国との連携を図りつつ、自

主的かつ主体的に、その地域の

特性に応じた施策を策定し、及

び実施する責務を有する。  

 ［略］ （県の責務） 

第４条 県は、法第２条及び前条

に定める基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、

国、市町村、県民、保健医療従

事者、事業者、教育関係者及び

がん患者団体と連携を図り、本

県の特性及び地域の実情に応

じたがん対策の推進に関する

総合的な施策を策定し、及びこ

れを実施する責務を有する。 

（市町村の役割） 

第５条 市町村は、基本理念にの

っとり、その地域の特性に応じ

たがんの予防及び早期発見に

関する施策を推進するよう努

めるものとする。 

（県民運動の推進） 

第26条 県は、市町村、保健医

療従事者、事業者、教育関係者、

がん患者団体、報道関係者等と

連携し、がん対策に関する県民

の理解と関心を深めるための

取組を推進するものとする。 

 

（医療保険者の責務）  

第５条  医療保険者（介護保険

法（平成９年法律第123号）第

７条第７項 に規定する医療保

険者をいう。）は、国及び地方

公共団体が講ずるがんの予防

に関する啓発及び知識の普及、

がん検診に関する普及啓発等

の施策に協力するよう努めな

ければならない。 

（医療保険者の責務） 

第５条 医療保険者（高齢者の医

療の確保に関する法律(昭和57

年法律第80号)第７条第２項に

規定する保険者及び同法第48

条に規定する後期高齢者医療

広域連合をいう。）は、国及び

地方公共団体が講ずるがんの

予防に関する啓発及び知識の

普及、がん検診（その結果に基

づく必要な対応を含む。）に関

する普及啓発等の施策に協力

するよう努めなければならな

い。 

（保健医療従事者の責務） 

第７条 保健医療従事者は、がん

の予防及び早期発見への寄与

並びにがん医療に関する専門

的な知識及び技能の習得に努

めるとともに、がん患者及びそ

の家族と共通の理解の下に、良

質かつ適切ながん医療を行う

よう努めなければならない。 

２ 保健医療従事者は、県及び市

町村が実施するがん対策の推

進に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

 

 

（国民の責務）  

第６条  国民は、喫煙、食生活、

運動その他の生活習慣が健康

に及ぼす影響等がんに関する

正しい知識を持ち、がんの予防

に必要な注意を払うよう努め

るとともに、必要に応じ、がん

検診を受けるよう努めなけれ

ばならない。  

（国民の責務） 

第６条 国民は、喫煙、食生活、

運動その他の生活習慣が健康

に及ぼす影響、がんの原因とな

るおそれのある感染症等がん

に関する正しい知識を持ち、が

んの予防に必要な注意を払い、

必要に応じ、がん検診を受ける

よう努めるほか、がん患者に関

する理解を深めるよう努めな

ければならない。 

（県民の責務） 

第６条 県民は、喫煙、食生活、

運動その他の生活習慣及び生

活環境が健康に及ぼす影響等

がんに関する知識を持ち、がん

の予防に必要な注意を払うと

ともに、積極的にがん検診を受

けるよう努めなければならな

い。 

（県民の責務） 

第６条 県民は、喫煙、食生活、

運動その他の生活習慣及び生活

環境が健康に及ぼす影響、がんの

原因となるおそれのある感染症

等がんに関する知識を持ち、がん

の予防に必要な注意を払うとと

もに、積極的にがん検診を受ける

よう努めるほか、がん患者に関す

る理解を深めるよう努めなけれ

ばならない。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（医師等の責務）  

第７条  医師その他の医療関係

者は、国及び地方公共団体が講

ずるがん対策に協力し、がんの

予防に寄与するよう努めると

ともに、がん患者の置かれてい

る状況を深く認識し、良質かつ

適切ながん医療を行うよう努

めなければならない。  

 ［略］   

 （事業主の責務） 

第８条 事業主は、がん患者の雇

用の継続等に配慮するよう努

めるとともに、国及び地方公共

団体が講ずるがん対策に協力

するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、その従業員が

がんを予防し、又はがん検診を

受けることができるよう職場

環境の整備に努めるものとす

る。 

２ 事業者は、従業員ががんに罹
り

患したときは当該従業員が働

きながら、治療を受け、若しく

は療養し、又は従業員の家族が

がんに罹
り

患したときは当該従

業員が看護し、若しくは介護す

ることができるよう職場環境

の整備に努めるものとする。 

３ 事業者は、県及び市町村が実

施するがん対策の推進に関す

る施策に協力するよう努める

ものとする。 

 

（法制上の措置等）  

第８条  政府は、がん対策を実

施するため必要な法制上又は

財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

（法制上の措置等）  

第９条 ［略］ 

第３章 財政上の措置 

（財政上の措置） 

第 27 条 県は、がん対策の推進

に関する施策を実施するため、

必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

第２章 がん対策推進基本

計画等  

（がん対策推進基本計画）  

第９条  政府は、がん対策の総

合的かつ計画的な推進を図る

ため、がん対策の推進に関する

基本的な計画（以下「がん対策

推進基本計画」という。）を策

定しなければならない。  

２ がん対策推進基本計画に定

める施策については、原則とし

て、当該施策の具体的な目標及

びその達成の時期を定めるも

のとする。  

３ 厚生労働大臣は、がん対策推

進基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならな

い。  

４ 厚生労働大臣は、がん対策推

進基本計画の案を作成しよう

とするときは、関係行政機関の

長と協議するとともに、がん対

策推進協議会の意見を聴くも

のとする。  

５ 政府は、がん対策推進基本計

画を策定したときは、遅滞な

く、これを国会に報告するとと

もに、インターネットの利用そ

の他適切な方法により公表し

なければならない。  

６ 政府は、適時に、第２項の規

定により定める目標の達成状

況を調査し、その結果をインタ

ーネットの利用その他適切な

方法により公表しなければな

らない。  

７ 政府は、がん医療に関する状

況の変化を勘案し、及びがん対

策の効果に関する評価を踏ま

え、少なくとも５年ごとに、が

ん対策推進基本計画に検討を

加え、必要があると認めるとき

には、これを変更しなければな

らない。  

８ 第３項から第５項までの規

定は、がん対策推進基本計画の

変更について準用する。  

第２章 がん対策推進基

本計画等  

（がん対策推進基本計画）  

第 10 条 政府は、がん対策の総

合的かつ計画的な推進を図る

ため、がん対策の推進に関する

基本的な計画（以下「がん対策

推進基本計画」という。）を策

定しなければならない。 

２～６ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 政府は、がん医療に関する状

況の変化を勘案し、及びがん対

策の効果に関する評価を踏ま

え、少なくとも６年ごとに、が

ん対策推進基本計画に検討を

加え、必要があると認めるとき

には、これを変更しなければな

らない。 

８ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（がん対策推進計画） 

第25条 ［法第11条へ］ 

２ 県は、がん対策推進計画を定

めたときは、遅滞なく、インタ

ーネットの利用その他適切な

方法によりこれを公表するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前２項の規定は、がん対策推

進計画の変更について準用す

る。 

 

（関係行政機関への要請）  

第10条  厚生労働大臣は、必要

があると認めるときは、関係行

政機関の長に対して、がん対策

推進基本計画の策定のための

資料の提出又はがん対策推進

基本計画において定められた

施策であって当該行政機関の

所管に係るものの実施につい

て、必要な要請をすることがで

きる。 

（関係行政機関への要請）  

第11条  ［略］ 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（都道府県がん対策推進計画）  

第11条  都道府県は、がん対策

推進基本計画を基本とすると

ともに、当該都道府県における

がん患者に対するがん医療の

提供の状況等を踏まえ、当該都

道府県におけるがん対策の推

進に関する計画（以下「都道府

県がん対策推進計画」という。）

を策定しなければならない。  

２ 都道府県がん対策推進計画

は、医療法 （昭和23年法律第

205号）第30条の４第１項 に

規定する医療計画、健康増進法 

（平成14年法律第103号）第

８条第１項 に規定する都道府

県健康増進計画、介護保険法第

118条第１項 に規定する都道

府県介護保険事業支援計画そ

の他の法令の規定による計画

であって保健、医療又は福祉に

関する事項を定めるものと調

和が保たれたものでなければ

ならない。  

３ 都道府県は、当該都道府県に

おけるがん医療に関する状況

の変化を勘案し、及び当該都道

府県におけるがん対策の効果

に関する評価を踏まえ、少なく

とも５年ごとに、都道府県がん

対策推進計画に検討を加え、必

要があると認めるときには、こ

れを変更するよう努めなけれ

ばならない。 

（都道府県がん対策推進計画） 

第12条 都道府県は、がん対策推

進基本計画を基本とするとと

もに、当該都道府県におけるが

ん患者に対するがん医療の提

供の状況等を踏まえ、当該都道

府県におけるがん対策の推進

に関する計画（以下「都道府県

がん対策推進計画」という。）

を策定しなければならない。 

２ 都道府県がん対策推進計画

は、医療法（昭和23年法律第二

205号）第30条の４第１項に規

定する医療計画、健康増進法

（平成14年法律第103号）第８

条第１項に規定する都道府県

健康増進計画、介護保険法（平

成９年法律第123号）第118条第

１項に規定する都道府県介護

保険事業支援計画その他の法

令の規定による計画であって

がん対策に関連する事項を定

めるものと調和が保たれたも

のでなければならない。 

３ 都道府県は、当該都道府県に

おけるがん医療に関する状況

の変化を勘案し、及び当該都道

府県におけるがん対策の効果

に関する評価を踏まえ、少なく

とも６年ごとに、都道府県がん

対策推進計画に検討を加え、必

要があると認めるときには、こ

れを変更するよう努めなけれ

ばならない。 

（がん対策推進計画） 

第25条 県は、法第11条第１項

に規定するがん対策推進計画

（以下「がん対策推進計画」と

いう。）を定めようとするとき

は、この条例の趣旨を反映させ

るとともに、あらかじめ、県民

の意見を聴かなければならな

い。 

２・３ ［法第９条へ］ 

 

（がん対策推進計画） 

第25条 県は、法第12条第１項

に規定するがん対策推進計画（以

下「がん対策推進計画」という。）

を定めようとするときは、この条

例の趣旨を反映させるとともに、

あらかじめ、県民の意見を聴かな

ければならない。 

第３章 基本的施策  

    第１節 がんの予防及

び早期発見の推

進  

（がんの予防の推進）  

第12条  国及び地方公共団体

は、喫煙、食生活、運動その他

の生活習慣及び生活環境が健

康に及ぼす影響に関する啓発

及び知識の普及その他のがん

の予防の推進のために必要な

施策を講ずるものとする。  

 

第３章 基本的施策  

    第１節 がんの予防及

び早期発見の推

進  

（がんの予防の推進）  

第13条 国及び地方公共団体は、

喫煙、食生活、運動その他の生

活習慣及び生活環境が健康に

及ぼす影響、がんの原因となる

おそれのある感染症並びに性

別、年齢等に係る特定のがん及

びその予防等に関する啓発及

び知識の普及その他のがんの

予防の推進のために必要な施

策を講ずるものとする。 

第２章 がん対策の推進

に関する基本的施

策 

 

（がんの予防の推進） 

第10条 県は、がんの予防を推

進するため、次に掲げる施策を

講ずるものとする。 

(１) 喫煙、食生活、運動そ

の他の生活習慣及び生活環

境が健康に及ぼす影響等が

んに関する知識の普及啓発 

(２) 学校、病院、官公庁そ

の他公共性の高い施設にお

ける受動喫煙（室内又はこ

れに準ずる環境において、

他人のたばこの煙を吸わさ

れることをいう。）の防止 

(３) 前２号に掲げるものの

ほか、がんの予防の推進に

必要な施策 

第２章 がん対策の推進

に関する基本的施

策 

 

（がんの予防の推進） 

第10条 県は、がんの予防を推

進するため、次に掲げる施策を

講ずるものとする。 

(１) 喫煙、食生活、運動その他

の生活習慣及び生活環境が健康

に及ぼす影響、がんの原因となる

おそれのある感染症並びに性別、

年齢等に係る特定のがん及びそ

の予防等がんに関する知識の普

及啓発 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%81%5a%8c%dc&REF_NAME=%88%e3%97%c3%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%81%5a%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%82%cc%8e%6c%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000400000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003000400000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003000400000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%8c%92%8d%4e%91%9d%90%69%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011800000000001000000000000000000
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（がん検診の質の向上等）  

第13条  国及び地方公共団体

は、がんの早期発見に資するよ

う、がん検診の方法等の検討、

がん検診の事業評価の実施、が

ん検診に携わる医療従事者に

対する研修の機会の確保その

他のがん検診の質の向上等を

図るために必要な施策を講ず

るとともに、がん検診の受診率

の向上に資するよう、がん検診

に関する普及啓発その他の必

要な施策を講ずるものとする。  

（がん検診の質の向上等）  

第14条 国及び地方公共団体

は、がんの早期発見に資するよ

う、がん検診の方法等の検討、

がん検診の事業評価の実施、が

ん検診に携わる医療従事者に

対する研修の機会の確保その

他のがん検診の質の向上等を

図るために必要な施策を講ず

るとともに、がん検診の受診率

の向上に資するよう、がん検診

に関する普及啓発その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、がん

検診によってがんに罹
り

患して

いる疑いがあり、又は罹患して

いると判定された者が必要か

つ適切な診療を受けることを

促進するため、必要な環境の整

備その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、前二

項に規定する施策を効果的に

実施するため、がん検診の実態

の把握のために必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（がんの早期発見の推進） 

第11条 県は、がんの早期発見

に資するため、がん検診を受け

やすい環境の整備に努めると

ともに、がん検診の受診率及び

質の向上その他必要な施策を

講ずるものとする。 

 

 

 

第２節 がん医療の均

てん化の促進等  

（専門的な知識及び技能を有

する医師その他の医療従事者

の育成）  

第14条 国及び地方公共団体

は、手術、放射線療法、化学療

法その他のがん医療に携わる

専門的な知識及び技能を有す

る医師その他の医療従事者の

育成を図るために必要な施策

を講ずるものとする。  
 

第２節 がん医療の均

てん化の促進等  

（専門的な知識及び技能を有

する医師その他の医療従事者

の育成）  

第15条 国及び地方公共団体は、

手術、放射線療法、化学療法、

緩和ケア（がんその他の特定の

疾病に罹患した者に係る身体

的若しくは精神的な苦痛又は

社会生活上の不安を緩和する

ことによりその療養生活の質

の維持向上を図ることを主た

る目的とする治療、看護その他

の行為をいう。第17条において

同じ。）のうち医療として提供

されるものその他のがん医療

に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師その他の医療

従事者の育成を図るために必

要な施策を講ずるものとする。 

 

 

 

 

（医療従事者の育成及び確保） 

第12条 県は、手術、放射線療

法、化学療法、緩和ケアその他

のがん医療に携わる専門的な

知識及び技能を有する医師そ

の他の医療従事者の育成及び

確保のために必要な施策を講

ずるものとする。 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の

各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(５) 緩和ケア 身体的若し

くは精神的な苦痛又は社会

生活上の不安の軽減等を目

的とする医療、看護その他

これらに類する行為をい

う。 

 

 

 

 

（医療従事者の育成及び確保） 

第12条 県は、手術、放射線療

法、化学療法、緩和ケアのうち

医療として提供されるものそ

の他のがん医療に携わる専門

的な知識及び技能を有する医

師その他の医療従事者の育成

及び確保のために必要な施策

を講ずるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の

各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 (５) 緩和ケア がんその他の

特定の疾病に罹患した者に係る

身体的若しくは精神的な苦痛又

は社会生活上の不安を緩和する

ことによりその療養生活の質の

維持向上を図ることを主たる目

的とする治療、看護その他の行為

をいう。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（医療機関の整備等）  

第15条  国及び地方公共団体

は、がん患者がその居住する地

域にかかわらず等しくそのが

んの状態に応じた適切ながん

医療を受けることができるよ

う、専門的ながん医療の提供等

を行う医療機関の整備を図る

ために必要な施策を講ずるも

のとする。  

２  国及び地方公共団体は、が

ん患者に対し適切ながん医療

が提供されるよう、国立研究開

発法人国立がん研究センター、

前項の医療機関その他の医療

機関等の間における連携協力

体制の整備を図るために必要

な施策を講ずるものとする。  

（医療機関の整備等）  

第16条  ［略］ 

（がん医療の充実） 

第13条 県は、がん患者がその

居住する地域にかかわらず等

しくがんの状態に応じた適切

かつ質の高いがん医療を受け

ることができるよう、次に掲げ

る施策を講ずるものとする。 

(１) 専門的ながん医療の提

供等を行う医療機関の整備

及び機能の強化 

(２) 前号に掲げる医療機関

相互間及び当該医療機関と

それ以外の医療機関との役

割分担の明確化及び連携の

強化 

(３) 県外にある医療機関と

の先進的ながん医療におけ

る連携の強化 

(４) 手術、放射線療法及び

化学療法の充実、これらを

組み合わせて行うがん医療

の推進並びに先進的ながん

医療の推進 

(５) がん医療と歯科医療と

の連携による口腔機能の維

持及び向上 

(６) 前各号に掲げるものの

ほか、がん医療の充実に必

要な施策 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（がん患者の療養生活の質の

維持向上）  

第16条  国及び地方公共団体

は、がん患者の状況に応じて疼
とう

痛等の緩和を目的とする医療

が早期から適切に行われるよ

うにすること、居宅においてが

ん患者に対しがん医療を提供

するための連携協力体制を確

保すること、医療従事者に対す

るがん患者の療養生活の質の

維持向上に関する研修の機会

を確保することその他のがん

患者の療養生活の質の維持向

上のために必要な施策を講ず

るものとする。  

 

 

 

 

（がん患者の療養生活の質の

維持向上） 

第17条 国及び地方公共団体は、

がん患者の状況に応じて緩和

ケアが診断の時から適切に提

供されるようにすること、がん

患者の状況に応じた良質なリ

ハビリテーションの提供が確

保されるようにすること、居宅

においてがん患者に対しがん

医療を提供するための連携協

力体制を確保すること、医療従

事者に対するがん患者の療養

生活（これに係るその家族の生

活を含む。以下この条において

同じ。）の質の維持向上に関す

る研修の機会を確保すること

その他のがん患者の療養生活

の質の維持向上のために必要

な施策を講ずるものとする。 

（緩和ケアの充実） 

第14条 県は、がん患者ががん

と診断された時から緩和ケア

を適切に受けることができる

よう、次に掲げる施策を講ずる

ものとする。 

(１) 緩和ケアチーム（緩和

ケアにおいて、多種多様な

保健医療従事者が、各々の

専門性を生かし、連携して

医療を行う体制をいう。）

の機能の強化 

(２) 地域の実情に応じた緩

和ケアを行う医療機関の整

備の促進 

(３) がん患者がその居宅に

おいて緩和ケアを受けるこ

とができる体制の整備 

(４) 緩和ケアに関する県民

の理解の増進 

(５) 前各号に掲げるものの

ほか、緩和ケアの充実に必

要な施策 

 

（居宅等におけるがん医療の

推進） 

第15条 県は、がん患者がその

希望に応じて居宅等において

療養することができるよう、が

ん患者の居宅等においてがん

医療及び介護サービスを提供

する医療機関、事業所等の連携

の強化その他必要な施策を講

ずるものとする。 

 

（がん患者等の生活の質の維

持向上） 

第16条 県は、がんの治療及び

それに伴う症状により、日常生

活に支障を来しているがん患

者等の生活の質の維持向上を

図るために必要な施策を講ず

るものとする。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

（がん医療に関する情報の収

集提供体制の整備等）  

第17条 国及び地方公共団体

は、がん医療に関する情報の収

集及び提供を行う体制を整備

するために必要な施策を講ず

るとともに、がん患者及びその

家族に対する相談支援等を推

進するために必要な施策を講

ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国及び地方公共団体は、がん

患者のがんの罹患、転帰その他

の状況を把握し、分析するため

の取組を支援するために必要

な施策を講ずるものとする。  

 

（がん医療に関する情報の収

集提供体制の整備等） 

第18条 国及び地方公共団体は、

がん医療に関する情報の収集

及び提供を行う体制を整備す

るために必要な施策を講ずる

とともに、がん患者（その家族

を含む。第20条及び第22条にお

いて同じ。）に対する相談支援

等を推進するために必要な施

策を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国及び地方公共団体は、がん

に係る調査研究の促進のため、

がん登録等の推進に関する法

律（平成25年法律第111号）第

２条第２項に規定するがん登

録（その他のがんの罹患、診療、

転帰等の状況の把握、分析等の

ための取組を含む。以下この項

において同じ。）、当該がん登

録により得られた情報の活用

等を推進するものとする。 

（がん医療等に関する情報の

収集、提供等） 

第17条 県は、がん対策に資す

る情報を収集し分析するとと

もに、県民に対しがんの予防、

がんの早期発見及びがん医療

に関する正確かつ適切な情報

を提供するものとする。 

 

（がん患者等への相談支援体

制の充実等） 

第19条 県は、がん患者等の苦

痛及び不安等の軽減を図るた

め、次に掲げる施策を講ずるも

のとする。 

(１) がん患者等及びがん患

者団体に対する相談支援の

体制の充実 

(２) がん患者、がん経験者

及びがん患者団体によるが

ん患者等に対する活動の支

援 

(３) 前２号に掲げるものの

ほか、がん患者等への相談

支援体制の充実等に必要な

施策 

 

（がん登録の推進） 

第18条 県は、がんの予防の推

進及びがん医療の水準の向上

に資するため、がん登録（がん

患者のがんの罹
り

患、転帰その

他の状況を把握し、分析するた

めにがんに係る情報を登録す

る制度をいう。）を推進するた

めに必要な施策を講ずるもの

とする。 

２ 県は、前項の施策を講ずるに

当たっては、がん患者に係る個

人情報の保護に関し必要な措

置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（がん登録の推進） 

第 18 条 県は、がんの予防の推

進及びがん医療の水準の向上に

資するため、がん登録等の推進に

関する法律（平成25年法律第111

号）第２条第２項に規定するがん

登録（その他のがんの罹患、診療、

転帰等の状況の把握、分析等のた

めの取組を含む。）を推進するた

めに必要な施策を講ずるものと

する。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

第３節 研究の推進等 

第18条 国及び地方公共団体

は、がんの本態解明、革新的な

がんの予防、診断及び治療に関

する方法の開発その他のがん

の罹
り

患率及びがんによる死亡

率の低下に資する事項につい

ての研究が促進され、並びにそ

の成果が活用されるよう必要

な施策を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国及び地方公共団体は、がん

医療を行う上で特に必要性が

高い医薬品、医療機器及び再生

医療等製品の早期の医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭

和35年法律第145号）の規定

による製造販売の承認に資す

るようその治験が迅速かつ確

実に行われ、並びにがん医療に

係る標準的な治療方法の開発

に係る臨床研究が円滑に行わ

れる環境の整備のために必要

な施策を講ずるものとする。 

第３節 研究の推進等 

第19条 国及び地方公共団体は、

がんの本態解明、革新的ながん

の予防、診断及び治療に関する

方法の開発その他のがんの罹

患率及びがんによる死亡率の

低下に資する事項並びにがん

の治療に伴う副作用、合併症及

び後遺症の予防及び軽減に関

する方法の開発その他のがん

患者の療養生活の質の維持向

上に資する事項についての研

究が促進され、並びにその成果

が活用されるよう必要な施策

を講ずるものとする。 

２ 前項の施策を講ずるに当たっ

ては、罹
り

患している者の少ない

がん及び治癒が特に困難であ

るがんに係る研究の促進につ

いて必要な配慮がなされるも

のとする。 

３ 国及び地方公共団体は、がん

医療を行う上で特に必要性が

高い医薬品、医療機器及び再生

医療等製品の早期の医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭

和三十五年法律第百四十五号）

の規定による製造販売の承認

に資するようその治験が迅速

かつ確実に行われ、並びにがん

医療に係る有効な治療方法の

開発に係る臨床研究等が円滑

に行われる環境の整備のため

に必要な施策を講ずるものと

する。 

（研究の推進） 

第24条 県は、研究機関、医療

機関におけるがんの罹
り

患率及

びがんによる死亡率の低下に

関する研究その他がんの予防

及びがん医療の研究が推進さ

れるために必要な施策を講ず

るものとする。 

 

 

 第四節 がん患者の就

労等 

（がん患者の雇用の継続等） 

第20条 国及び地方公共団体は、

がん患者の雇用の継続又は円

滑な就職に資するよう、事業主

に対するがん患者の就労に関

する啓発及び知識の普及その

他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

 

 

（就労の支援） 

第23条 県は、がん患者及びが

ん経験者の就労について、がん

患者等及び事業者に対する相

談支援及び情報の提供の体制

の整備、県民の理解を深めるた

めの普及啓発その他必要な施

策を講ずるものとする。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

 （がん患者における学習と治

療との両立） 

第21条 国及び地方公共団体は、

小児がんの患者その他のがん

患者が必要な教育と適切な治

療とのいずれをも継続的かつ

円滑に受けることができるよ

う、必要な環境の整備その他の

必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（小児がんに係る対策の推進） 

第21条 県は、小児がんに係る

対策を推進するため、小児がん

の患者の実態把握の強化に努

めるとともに、小児がんの患者

の教育に係る環境の整備その

他必要な施策を講ずるものと

する。 

（がんに関する教育の推進） 

第22条 県は、市町村、教育関

係者、保健医療従事者、がん患

者団体と連携し、児童及び生徒

等ががんに関する知識及び理

解を深めるための教育が行わ

れるよう必要な施策を講ずる

よう努めなければならない。 

 

 （民間団体の活動に対する支

援） 

第22条 国及び地方公共団体は、

民間の団体が行うがん患者の

支援に関する活動、がん患者の

団体が行う情報交換等の活動

等を支援するため、情報提供そ

の他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（がん患者等への相談支援体

制の充実等） 【再掲】 

第19条 県は、がん患者等の苦

痛及び不安等の軽減を図るた

め、次に掲げる施策を講ずるも

のとする。 

(１) がん患者等及びがん患

者団体に対する相談支援の

体制の充実 

(２) がん患者、がん経験者

及びがん患者団体によるが

ん患者等に対する活動の支

援 

(３) 前２号に掲げるものの

ほか、がん患者等への相談

支援体制の充実等に必要な

施策 

 

 第五節 がんに関する

教育の推進 

第23条 国及び地方公共団体は、

国民が、がんに関する知識及び

がん患者に関する理解を深め

ることができるよう、学校教育

及び社会教育におけるがんに

関する教育の推進のために必

要な施策を講ずるものとする。 

 

（教育関係者の役割） 

第９条 教育関係者は、児童及び

生徒等ががんに関する理解を

深めるための教育の推進に努

めるとともに、県及び市町村が

実施するがん対策の推進に関

する施策に協力するよう努め

るものとする。 

 

第四章 がん対策推進協

議会 

第19条 厚生労働省に、がん対策

推進基本計画に関し、第９条

第４項（同条第８項において

準用する場合を含む。）に規定

する事項を処理するため、が

ん対策推進協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

第四章 がん対策推進協

議会 

第24条 厚生労働省に、がん対策

推進基本計画に関し、第10条第

４項（同条第８項において準用

する場合を含む。）に規定する

事項を処理するため、がん対策

推進協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 
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がん対策基本法 岩手県がん対策推進条例 
改正前 改正後 現行 改正案 

第20条 協議会は、委員20人以内

で組織する。 

２ 協議会の委員は、がん患者及

びその家族又は遺族を代表す

る者、がん医療に従事する者並

びに学識経験のある者のうち

から、厚生労働大臣が任命す

る。 

３ 協議会の委員は、非常勤とす

る。 

４ 前３項に定めるもののほか、

協議会の組織及び運営に関し

必要な事項は、政令で定める。 

第25条 ［略］   

  （女性に特有のがんに係る対

策の推進） 

第20条 県は、女性に特有のが

んに係る対策を推進するため、

治療を受けやすい環境の整備

に努めるとともに、がんの罹
り

患率が高い年齢を考慮したが

んの予防に関する知識の普及

啓発その他必要な施策を講ず

るものとする。 

 

 


